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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ご
寄
付

感
染
対
策
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
出
典
・
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

③
事
業
の
廃
止
や
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

④
干
ば
つ
な
ど
に
よ
る
農
作
物

の
不
作
、
不
漁
な
ど
の
理
由
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

⑤
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収
入
が

著
し
く
減
少
し
た
と
き

【
介
護
保
険
料
を

　
　納
め
な
い
で
い
る
と
…
】

◆
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

⇩
利
用
者
負
担
を
い
っ
た
ん
全

額
負
担
（
申
請
後
、
保
険
給
付

分
を
払
い
戻
し
）

◆
１
年
６
か
月
以
上
滞
納
す
る
と

⇩
保
険
給
付
分
の
一
部
ま
た
は

全
部
が
差
し
止
め

◆
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

⇩
利
用
者
負
担
が
１
割
か
ら
３

割
に
変
更
・
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
な
ど
が
受
給
不
可

【
相
談
窓
口
は
こ
ち
ら
】

・
保
険
料
の
賦
課
に
つ
い
て
は
、

福
祉
保
健
課
☎
83
‐
２
７
７
７

・
保
険
料
の
納
付
相
談
に
つ
い

て
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
休
日
臨
時

　
　
　窓

口
を
予
約
制
に
て
開
設
し
ま
す

代
理
人
も
同
様
に
必
要
）
・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）
。

　
更
新
手
続
き
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
更
新
手
続

き
の
通
知
・
暗
証
番
号
が
わ
か

る
も
の
。

　
カ
ー
ド
を
申
請
さ
れ
る
方

は
、
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ

て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
・
申
請
用
封
筒
。

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
住
民
課
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い

て
い
て
、
ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け

取
ら
れ
て
い
な
い
方
や
、
電
子

証
明
書
更
新
の
通
知
が
届
い
て

い
る
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
に
必
要
な
写
真
を
無

料
で
撮
影
し
、
申
請
の
お
手
伝

い
も
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
予

約
制
の
た
め
、ご
予
約
の
う
え
、

ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
変
更
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〔
日
程
〕
７
月
24
日
（
日
）

〔
受
付
時
間
〕
午
前
９
時
～
11

時
、
午
後
１
時
～
４
時

〔
会
場
〕
役
場
住
民
課

〔
持
ち
物
〕
交
付
を
受
け
る
方

は
、
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・

通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
15
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
成

年
被
後
見
人
に
同
行
す
る
法
定

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
の

　
　
　
　申
請
と
交
付
に
つ
い
て
（
予
約
制
） 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

と
本
人
確
認
を
１
枚
で
行
え
る

公
的
な
身
分
証
明
書
と
な
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
際

に
便
利
で
す
。

 

住
民
課
で
は
、
町
に
住
民
登

録
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
に
必

要
な
写
真
を
無
料
で
撮
影
し
、

申
請
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
日
時
〕
役
場
開
庁
日
、
午
前

９
時
～
11
時
、
午
後
１
時
半
～

４
時
ま
で

〔
受
付
場
所
〕
役
場
住
民
課

〔
持
ち
物
〕
通
知
カ
ー
ド
に
同

封
さ
れ
て
い
る
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」、「
申
請

用
封
筒
」

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

＊
初
回
交
付
手
数
料
は
無
料
で

す
。

＊
申
請
後
、
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
ま
で
１
か
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
交
付
準
備
が
で
き
ま
し
た

ら
、
町
か
ら
交
付
通
知
書
（
ハ

ガ
キ
）
を
お
送
り
し
ま
す
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
住
民
課
　
☎
83
‐
２
１
８
２

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に３
万
円
　
杉
田
　
フ
ミ
子
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
大
氷
川
）

５
万
円
　
大
舘
　
貴
司
男
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
青
梅
市
）

５
万
円
　
大
舘
　
新
吾
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
　
原
）

10
万
円
　
原
島
　
　
久
一
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
丹
三
郎
）

 

『
ふ
る
さ
と
納
税
』

森
林
管
理
・
環
境
景
観
保
全
の

た
め
に

１
万
円
　
福
田
　
　
　
剛
　
様

　
　
　
　
　
　
　（
八
王
子
市
）
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介
護
保
険
料
通
知

　
65
歳
以
上
の
全
て
の
方(

第

１
号
被
保
険
者)

に
納
め
て
い

た
だ
く
介
護
保
険
料
の
決
定
額

の
通
知
を
、
７
月
初
旬
に
お
送

り
し
ま
す
。

【
介
護
保
険
料
は
】

　
介
護
保
険
は
介
護
の
負
担
を

社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で

す
。65
歳
以
上
の
全
て
の
方
に
、

そ
の
所
得
や
世
帯
の
状
況
に
応

じ
、
町
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
（
提
供
）
に
必
要
な
費
用
の

約
23
％
を
、
保
険
料
と
し
て
ご

負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
保
険
料
段
階
１
～
３
段
階
で

あ
る
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
方
の
年
間
保
険
料

は
、
消
費
税
に
よ
る
公
費
が
投

入
さ
れ
、
低
所
得
者
の
保
険
料

軽
減
強
化
策
と
し
て
、
減
額
さ

れ
ま
す
。（
下
表
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。）

【
納
入
方
法
は
】

①
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差

し
引
き
に
よ
り
納
入
）

　
老
齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
を
年
額
18
万
円

以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

お
受
け
取
り
に
な
る
年
金
か

ら
、
先
に
厚
生
労
働
省
年
金
局

な
ど
の
年
金
保
険
者
が
保
険
料

を
差
し
引
い
て
、
町
に
納
め
ま

す
。

　
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か
ら
仮

徴
収
額
と
し
て
保
険
料
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の
仮

徴
収
の
額
と
10
・
12
・
翌
年
２

月
の
年
金
か
ら
の
本
徴
収
の
額

を
合
わ
せ
て
、
令
和
４
年
度
の

「
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

に
記
載
し
ま
す
。

②
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た

は
役
場
や
金
融
機
関
で
の
窓
口

納
付
）

　
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
方

は
、
町
へ
直
接
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
手
続
き
が
済
ん

で
い
る
方
に
は
「
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
を
お
送
り
し

ま
す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
を

さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
「
納
付

書
」
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

役
場
会
計
室
ま
た
は
指
定
金
融

機
関
、
代
理
金
融
機
関
の
窓
口

で
、
直
接
納
め
て
く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
「
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
お
よ
び
「
納
付
書
」

は
年
一
回
の
発
行
と
な
り
ま

す
。
再
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　
特
に
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
新
規

発
行
お
よ
び
更
新
の
際
に
、「
所

得
確
認
書
類
」
と
し
て
使
用
で

き
ま
す
。

●
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

令
和
４
年
度
介
護
保
険
料
の
通
知
を

　

 

７
月
初
旬
に
お
送
り
し
ま
す

世帯と被保険者の住民税の課税状況、所得段階別の要件
所得段階別の保険料額（年額）

令和４年度

世帯 本人 被 保 険 者 本 人 の 所 得 な ど 所得段階 保険料率 保険料額

 非

 課

 税

 非

 

 課

 

 税

老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方

１ 0.3
24,500 円  

（40,700 円）

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120 万円以下の方 ２ 0.5
40,700 円

（53,000 円）

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120 万円超の方 ３ 0.7
57,000 円

（61,100 円）

 課

 

 

 税

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方 ４ 0.9 73,300 円

第４段階以外の方　　【基準額　6,780 円／月額】
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超える方

５ 1 81,400 円

 課 

 

 税

前年の合計所得金額が 125 万円未満の方 ６ 1.2 97,700 円

前年の合計所得金額が 190 万円未満の方 ７ 1.35 109,900 円

前年の合計所得金額が 290 万円未満の方 ８ 1.6 130,300 円

前年の合計所得金額が 400 万円未満の方 ９ 1.7 138,400 円

前年の合計所得金額が 600 万円未満の方 １０ 1.9 154,700 円

前年の合計所得金額が 600 万円以上の方 １１ 2.1 171,000 円

※保険料所得段階の第１～３段階のカッコ内は、令和４年度に適用される公費による軽減前の保険料額

《
次
ペ
ー
ジ
右
上
へ
続
く
》
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介
護
保
険
料
通
知

　
65
歳
以
上
の
全
て
の
方(

第

１
号
被
保
険
者)

に
納
め
て
い

た
だ
く
介
護
保
険
料
の
決
定
額

の
通
知
を
、
７
月
初
旬
に
お
送

り
し
ま
す
。

【
介
護
保
険
料
は
】

　
介
護
保
険
は
介
護
の
負
担
を

社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で

す
。65
歳
以
上
の
全
て
の
方
に
、

そ
の
所
得
や
世
帯
の
状
況
に
応

じ
、
町
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
（
提
供
）
に
必
要
な
費
用
の

約
23
％
を
、
保
険
料
と
し
て
ご

負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
保
険
料
段
階
１
～
３
段
階
で

あ
る
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
方
の
年
間
保
険
料

は
、
消
費
税
に
よ
る
公
費
が
投

入
さ
れ
、
低
所
得
者
の
保
険
料

軽
減
強
化
策
と
し
て
、
減
額
さ

れ
ま
す
。（
下
表
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。）

【
納
入
方
法
は
】

①
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差

し
引
き
に
よ
り
納
入
）

　
老
齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
を
年
額
18
万
円

以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

お
受
け
取
り
に
な
る
年
金
か

ら
、
先
に
厚
生
労
働
省
年
金
局

な
ど
の
年
金
保
険
者
が
保
険
料

を
差
し
引
い
て
、
町
に
納
め
ま

す
。

　
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か
ら
仮

徴
収
額
と
し
て
保
険
料
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の
仮

徴
収
の
額
と
10
・
12
・
翌
年
２

月
の
年
金
か
ら
の
本
徴
収
の
額

を
合
わ
せ
て
、
令
和
４
年
度
の

「
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

に
記
載
し
ま
す
。

②
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た

は
役
場
や
金
融
機
関
で
の
窓
口

納
付
）

　
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
方

は
、
町
へ
直
接
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
手
続
き
が
済
ん

で
い
る
方
に
は
「
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
を
お
送
り
し

ま
す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
を

さ
れ
て
い
な
い
方
に
は
「
納
付

書
」
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

役
場
会
計
室
ま
た
は
指
定
金
融

機
関
、
代
理
金
融
機
関
の
窓
口

で
、
直
接
納
め
て
く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
「
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
お
よ
び
「
納
付
書
」

は
年
一
回
の
発
行
と
な
り
ま

す
。
再
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　
特
に
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
新
規

発
行
お
よ
び
更
新
の
際
に
、「
所

得
確
認
書
類
」
と
し
て
使
用
で

き
ま
す
。

●
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
そ
の

属
す
る
世
帯
の
生
計
維
持
者
が

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
減
免
ま
た

は
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

①
震
災
な
ど
の
災
害
に
よ
り
住

宅
、
家
財
な
ど
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

②
死
亡
ま
た
は
心
身
に
重
大
な

障
害
を
受
け
、
も
し
く
は
長
期

入
院
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

令
和
４
年
度
介
護
保
険
料
の
通
知
を

　

 

７
月
初
旬
に
お
送
り
し
ま
す

世帯と被保険者の住民税の課税状況、所得段階別の要件
所得段階別の保険料額（年額）

令和４年度

世帯 本人 被 保 険 者 本 人 の 所 得 な ど 所得段階 保険料率 保険料額

 非

 課

 税

 非

 

 課

 

 税

老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方

１ 0.3
24,500 円  

（40,700 円）

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120 万円以下の方 ２ 0.5
40,700 円

（53,000 円）

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120 万円超の方 ３ 0.7
57,000 円

（61,100 円）

 課

 

 

 税

前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方 ４ 0.9 73,300 円

第４段階以外の方　　【基準額　6,780 円／月額】
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超える方

５ 1 81,400 円

 課 

 

 税

前年の合計所得金額が 125 万円未満の方 ６ 1.2 97,700 円

前年の合計所得金額が 190 万円未満の方 ７ 1.35 109,900 円

前年の合計所得金額が 290 万円未満の方 ８ 1.6 130,300 円

前年の合計所得金額が 400 万円未満の方 ９ 1.7 138,400 円

前年の合計所得金額が 600 万円未満の方 １０ 1.9 154,700 円

前年の合計所得金額が 600 万円以上の方 １１ 2.1 171,000 円

※保険料所得段階の第１～３段階のカッコ内は、令和４年度に適用される公費による軽減前の保険料額

《
次
ペ
ー
ジ
右
上
へ
続
く
》


